
 参 考 資 料 － １  

 
「北上川水系河川整備学識者懇談会」規約 

 

第１条（趣旨） 

    この規約は、「北上川水系河川整備学識者懇談会」（以下「懇談会」という。）

の設置について必要な事項を定める。  

 

第２条（目的） 

    この懇談会は、国土交通省東北地方整備局長が作成及び変更する「北上川水系河

川整備計画（国管理区間）」（以下「整備計画」という。）の素案について意見を

述べるとともに、河川整備計画策定後の各種施策の進捗に関して意見を述べるほ

か、河川整備計画に基づいて実施される事業のうち、計画段階評価、再評価、事後

評価の対象事業の評価を行い東北地方整備局長に対し、意見を述べるものとする。 

 

第３条（組織） 

懇談会は、東北地方整備局長が設置する。 

２ 懇談会の委員は、東北地方整備局長が委嘱する。 

 

第４条（座長） 

懇談会には座長及び副座長を置く。  

２ 座長は、懇談会委員の互選により定める。 

３ 副座長は座長が指名する。 

４ 座長は懇談会の運営と進行を総括する。 

５ 座長に事故がある時は、副座長がその職務を代行する。 

 

第５条（懇談会） 

    懇談会は、座長が招集する。 

２ 懇談会委員の任期は原則として 2 年とし、再任を妨げない。 

３ 懇談会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出

席は原則として認めない。ただし、行政委員についてはこの限りでない。 

 

第６条（公開）  

懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

 

第７条（事務局） 

    懇談会の事務局は、東北地方整備局岩手河川国道事務所及び北上川下流河川事務

所におく。 

 

第８条（規約の改正） 

    本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 

 

第９条（雑 則） 

    この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会

に諮って定める。 

 



 

附 則（施行期日） 

    この規約は、平成１９年 ５月３１日より施行する。 

                    平成２３年 ２月１５日一部改正 

          平成２６年 １１月１２日一部改正 

          平成２８年 １０月  日一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「北上川水系河川整備学識者懇談会」委員名簿 

 

氏  名        所  属  等 

１．安藤 昭   岩手大学 名誉教授 

２．石川 忠晴  東京工業大学 名誉教授 

３．伊藤 康志  大崎市長 

４．海田 輝之  岩手大学 理工学部 システム創成工学科 教授 

５．梅田 信   東北大学大学院 工学研究科 准教授 

６．占部 城太郎 東北大学大学院 生命科学研究科 教授 

７．小笠原 敏記 岩手大学 理工学部 システム創成工学科 准教授 

８．勝部 修   一関市長 

９．亀山 紘   石巻市長 

１０．木島 明博  東北大学大学院 農学研究科 

附属複合生態フィールド教育研究センター 教授 

１１．河野 達仁  東北大学大学院 情報科学研究科 教授 

１２．小森 大輔  東北大学大学院 環境科学研究科 准教授 

１３．髙崎 みつる 石巻専修大学 理工学部 食環境学科 教授 

１４．竹原 明秀  岩手大学 人文社会科学部 環境科学課程 教授 

１５．谷藤 裕明  盛岡市長 

１６．広田 純一  岩手大学 農学部 共生環境課程 教授 

１７．由井 正敏  東北地域環境計画研究会 会長 

 

敬称略 50 音順 


